
名古屋市大曽根駐車場

お客様控え
定期駐車券を購入して頂くにあたり、ご注意頂きたいことを明記しました。

注意事項

1 利用料金（月額）

　　全日定期券　 22,000円（内消費税2,000円） 減免 11,000円 （内消費税1,000円）

　　昼間定期券 16,500円（内消費税1,500円） 減免　　8,250円 （内消費税　750円）

　　夜間定期券 11,000円（内消費税1,000円） 減免 5,500円 （内消費税　500円）

　　3ヶ月定期：全日定期66,000円、昼間定期49,500円、夜間定期33,000円

　　駐車券の有効期間は、1ヶ月又は3ヶ月を選択して頂きます。

2 定期駐車券を利用できる時間帯

　　　昼間定期券 午前 6:30 午後 10:00

　　　夜間定期券 午後 6:00 午前 9:00

　　昼間、夜間定期駐車利用時間外に駐車利用された場合出庫の際、

　　指定管理者が定める大曽根駐車場利用料金体系の基づき課金されます。

　　入出庫可能時間は24時間とします。

　　※設備内点検、調査等により入出庫できないことがありますので予めご了承下さい

　　　（年間で2～3日程度　主に夜間時間帯）。

3 定期券の更新期間と新たな定期券の発行手続き
　　定期券の更新期間は、定期券有効期間の終了日から１カ月以内となります。

　　その更新期間内に更新されない場合は自動解約となり予約待ち申込みとなります。

　　新たな定期券は「使用中定期券の有効期間終了日」から継続する日を有効期間開始日として発行します。

　　定期券有効期間終了日から新たな定期券発行日までの間に日が空くとき、その空き日は課金されます。

4 定期券車両の駐車位置は決まっていません。空き車室内へ駐車して頂きます。

5 定期券車両への車庫証明は発行致しません。

6 駐車場内での損傷、損害については、当事者間で解決することし当駐車場はその責を負いません。

　７ご購入、発行された定期駐車券は払い戻し等、返金は出来ません。

8 駐車場が満車である時は、一般車と同じく並んでお待ち頂きます。

　　この場合でも定期券料金の割り戻しはありません。

9 定期駐車券1枚につき車両1台の登録となります。申込者以外の方は使用できません。

10 お申込み書類に虚偽の記載をしたり、不正利用した時は駐車場の利用許可を取り消すことがあります。

11 住所、氏名、電話番号、登録車両番号、登録内容に変更がある場合には、当管理事務所にご連絡下さい。

12 大曽根駐車場の利用に関する注意事項は、大曽根駐車場利用案内（注意事項）を参照下さい。

定期駐車券　購入にあたっての注意事項

大曽根駐車場指定管理者　株式会社日本メカトロニクス



瀬戸口駅北駐車場

指定管理者 住　　所 名古屋市中川区八熊二丁目１番１１号

事業者名 株式会社日本メカトロニクス

電　　話 ０５２-３３９-２６１１

運営期間 令和３年６月１日から　令和８年３月３１日まで

供用時間 年中無休　２４時間　

利用可能車両 普通自動車、軽自動車（車両総重量3,500ｋｇ未満、最大積載量2,000㎏未満、

乗車定員10人以下の条件を全て満たす自動車）

定期利用形態 無人式全自動料金精算システムにて運営（定期駐車券による入出庫）

定期利用期間 ○月初めから月末までの１カ月単位

○月の途中からご利用いただく場合であっても、当該月１ヵ月分の定期

　利用料金が必要となります。（日割計算はいたしません）

定期利用料金 １か月：６，０００円

※保証金等　不要

※定期駐車券(ﾊﾟｽｶｰﾄﾞ)紛失時再発行手数料１枚1,000円

定期募集台数 ３０台

契約可能台数 １名につき１台のみ申請できます。

注意事項 ○車庫証明の発行はできません

○定期駐車券の申込みには、口座振替登録手続きが必要となります。

※口座振替登録までは、納付書で利用料金を納めていただきます。

○入庫時、出庫時ともに定期駐車券が必要になります。

※定期駐車券を忘れた場合、通常の利用料金が必要となり返金はできません。

○駐車場内での事故・損傷・損害については、当事者間で解決する事とし、

　瀬戸市及び指定管理者は、その責めを負わない事とします。

○駐車場が満車の場合は、駐車場の利用はできません。

お問合せ先 ○お申込み及びその他ご質問等は下記連絡先までご連絡ください。

株式会社日本メカトロニクス 連絡先　０５２-３３９-２６１１　　
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瀬戸口駅北駐車場定期利用のご案内

令和３年４月１日以降の指定管理者（株）日本メカトロニクスの定期利用管理運営方法について

駐車場名



申込方法 ① 下記書類をご記入及びご準備いただき、利用を希望する月の前月15日までに

返信用封筒にてご返送ください。

　・瀬戸市瀬戸口駅北駐車場定期駐車券申込書（同封の様式第1号）

　・運転免許証の写し

　・車検証の写し

　・口座振替依頼書（※）

（※）ご記入のうえ 「②金融機関控え」「③契約先控え」 のみご返送ください。

（※）書き損じの場合は、訂正箇所に銀行お届け印を捺印ください。

（※）外資系銀行、ネット銀行（楽天銀行等）の一部の金融機関は取扱が

　　　できない場合があります。

（※）銀行お届け印が間違っていた場合、再度口座振替依頼書の提出が必要

　　　です。口座振替の開始月に遅れが生ずる場合があるため、登録が完了す

　　　るまでについては、瀬戸市から発行する納付書をもってお支払いください。

② 瀬戸市から初月分の納付書を送付しますので、金融機関等で納付をお願いします。

初月分から口座振替登録手続きが完了するまでの利用料金は、瀬戸市から送付する

納付書で納めてください。

※納付書は口座振替に切り替わるまで毎月送付します。

※口座振替登録手続きが完了するまでに約1.5ヵ月必要となります。

③ 納付後、領収書の写しをメール又はＦＡＸにて瀬戸市維持管理課までご送付ください。

　メールアドレス　ijikanri@city.seto.lg.jp　　 　ＦＡＸ　　0561-88-2695　

※メールは領収書を撮影した写真データの送付でも確認可能です。

④ 初月分の納付が確認でき次第、お申込みいただいた住所に定期駐車券を郵送します。

⑤ 口座振替登録手続き完了後は、毎月12日（金融機関休業日の場合は翌営業日）

にお客様指定の口座より、翌月分の定期利用料金（6,000円）を引落いたします。

※残高不足等で引落ができなかった場合は、納付書によるお支払い方法となります。

※納付期限を過ぎた場合は、入金確認ができるまで定期利用はできません。

※引落未了の場合で月末までに納付書による支払いがない場合は、継続して定期駐車

を利用する意思がないものとみなし、利用期間終了時点で利用を停止します。

定期利用の解約等 お客様のご都合で定期利用を取りやめる場合、前々月20日までに

株式会社日本メカトロニクスまでお申し出ください。

※記載いただいた個人情報は瀬戸市及び指定管理者が定期利用の用途のみに使用します。

瀬戸口駅北駐車場定期利用のご案内
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定期駐車のご案内について 

 

この度は、三高駅西駐車場の利用申し込みを頂き大変有り難うございました。 

つきましては、下記の通りご案内申し上げますのでよろしくお願い致します。 

 

記 

 

１． 入場の場合には、普通駐車券を取らずに定期駐車券をリーダーにタッチして

ください。 

２． 管理人常駐時間は午前７時から午後１０時までです。それ以降は無人です。 

３． 駐車場内の災害その他事故、盗難等については一切責任を負いません。 

４． 定期駐車券は、折り曲げたり、磁気・湿気等に近づけたりしないでください。 

５． 定期駐車券は、直接日光に当たるような場所へ放置しないでください。 

６． 定期駐車券の更新は、駐車期限の 30 日前より行います。なお、更新される

方には、同じ定期券を使用していただきますので、駐車場管理事務所まで

持参してください。 

７． 定期駐車を解約される方は、必ず定期駐車券を速やかに駐車場管理人に

返却してください。（解約時にカードを返却されない場合 700 円申し受けま

す。） 

８． 当管理事務所への連絡なく更新期限を経過した場合は、本契約を解約した

ものとみなします。更新期限経過後の再契約の場合で満車で契約できない

ときは予約待ちしていただくこととなりますので予めご了承ください。 

９． 定期駐車券を紛失された場合、再発行手数料として 700 円申し受けます。 

１０． 車両を変更される場合、届け出をしてください。 

１１． 定期申し込み等でご記入いただく氏名、連絡先等の個人情報は管理運営上

の目的のみに使用いたします。 

１２． 一度お支払いいただいた定期料金につきましては、返金致しかねます。ご了

承ください。 

 

 

お問い合わせ先 

三高駅西駐車場 管理事務所  TEL：０５６６-５２-８６９７ 

高浜市公共駐車場指定管理者 

（株）日本メカトロニクス    TEL：０５２-３３９-２６１１ 

 

 

高浜市公共駐車場指定管理者 

（株）日本メカトロニクス 



豊川市公共駐車場定期利用について 
【愛知御津駅前公共駐車場（第 1）軽自動車】 

 

  

豊川市営駐車場指定管理者             
株式会社 日本メカトロニクス 

 

1. 利用はお申込みの駐車場に限り使用できます。 

2. お申込みされた利用者以外の方の使用はできません。 

・1つのお申込みにつき車両 1台の登録となっています。 

3. 当駐車場は自動車保管場所承諾書（車庫証明）の交付の対象となるものでは
ありません。 

4. お申し込み書類に、虚偽の記載をしたり、不正利用した時は、駐車場の利用
許可を取り消す事があります。 

5. 利用期間中に記載車両を変更する場合は、直ちに指定管理者に申し出てくだ
さい。 

6. 月の途中での申込み・解約については、当該月分の全額を徴収します。     
（日割計算での料金請求・料金還付は行いません） 

7. 一ヶ月の使用料は、消費税(10％)込み 3,675円とします。 

8. 利用料は毎月先払いとし、解約の場合は解約月の 1か月前迄に指定管理者に
申し出る事とします。 

9. 料金滞納の場合は入金の確認出来る迄一時利用停止とし、一時利用停止期間
も課金対象とします。30日間待ってご入金頂けない場合は、解約とします。                     

10. 駐車区画には、申込みの四輪自動車のみを駐車する事とし、その他物品等を

保管してはならない事とします。 

11. 駐車出来る車両は、車幅 1.68ｍ・車長 3.6ｍ以下とし、それを超える車両は
駐車できません。 

12. 駐車場内での損傷・損害については、当事者間で解決する事とし、豊川市及
び指定管理者は、その責めを負わない事とします。 

13. 上記規定に無き事は、利用者と指定管理者の双方が誠意を持ってその都度話
し合いに応ずる事とします。 

14. 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律
第７７条）第２条第６号に規定する者）の利用はお断りさせていただきます。 



豊川市公共駐車場定期利用について 
【愛知御津駅前公共駐車場（第 1）普通車】 

 

  

豊川市営駐車場指定管理者             
株式会社 日本メカトロニクス 

 

1. 利用はお申込みの駐車場に限り使用できます。 

2. お申込みされた利用者以外の方の使用はできません。 

・1つのお申込みにつき車両 1台の登録となっています。 

3. 当駐車場は自動車保管場所承諾書（車庫証明）の交付の対象となるものでは
ありません。 

4. お申込書に、虚偽の記載をしたり、不正利用した時は、駐車場の利用許可を
取り消す事があります。 

5. 利用期間中に記載車両を変更する場合は、直ちに指定管理者に申し出てくだ
さい。 

6. 月の途中での申込み・解約については、当該月分の全額を徴収します。     
（日割計算での料金請求・料金還付は行いません） 

7. 一ヶ月の使用料は、消費税(10％)込み 4,200円とします。 

8. 利用料は毎月先払いとし、解約の場合は解約月の 1か月前迄に指定管理者に
申し出る事とします。 

9. 料金滞納の場合は入金の確認出来る迄一時利用停止とし、一時利用停止期間
も課金対象とします。30日間待ってご入金頂けない場合は、解約とします。                      

10. 駐車区画には、申込みの四輪自動車のみを駐車する事とし、その他物品等を

保管してはならない事とします。 

11. 駐車出来る車両は、車幅 1.9ｍ・車長 4.9ｍ以下とし、それを超える車両は駐
車できません。 

12. 駐車場内での損傷・損害については、当事者間で解決する事とし、豊川市及
び指定管理者は、その責めを負わない事とします。 

13. 上記規定に無き事は、利用者と指定管理者の双方が誠意を持ってその都度話
し合いに応ずる事とします。 

14. 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律
第７７条）第２条第６号に規定する者）の利用はお断りさせていただきます。 



豊川市公共駐車場定期駐車券利用について 
【西小坂井駅前公共駐車場・愛知御津駅前公共駐車場（第２）】 

  

豊川市公共駐車場指定管理者             
株式会社 日本メカトロニクス 

 

1. 定期駐車券によって駐車場所を特定したり、他車に優先して駐車することはできません。 

2. 定期駐車券は、お申込みの駐車場に限り使用できます。 

3. 定期駐車券は、申込者以外の方の使用はできません。  

・定期駐車券 1枚につき車両 1台の登録となっています。 

・1枚の定期駐車券で複数台の車両を入れ替えて駐車、第三者への貸出・譲渡は厳禁です。 

4. 当駐車場は自動車保管場所承諾書（車庫証明）の交付の対象となるものではありません。（車庫

証明の発行は出来ません） 

5. 定期駐車券は高温になりやすい場所や、磁気カードのため磁石の近くに置かないで下さい。 

6. お申込書類に、虚偽の記載をしたり、不正利用した時は駐車場の利用許可を取り消す事があり

ます。 

7. 定期駐車券の有効期間中に、申込書記載車両を変更する場合は、直ちに指定管理者に申し出て

ください。 

8. 月の途中での申込み・解約については、当該月分の全額を徴収します。（日割計算での料金請求・

料金還付は行いません）  

9. 1ヶ月の使用料は、消費税(10％)込み 4,500円とします。 

10. 使用料は毎月先払いとし、解約の場合は解約月の 1 ヶ月前迄に指定管理者に申し出る事としま

す。 

11. 料金滞納の場合は入金の確認が出来る迄利用禁止とし、利用禁止期間も課金対象とします。30

日間待ってご入金頂けない場合は、解約とします。  

12. 駐車区画には、申込の四輪自動車のみを駐車する事とし、その他の物品等を保管してはならな

い事とします。 

13. 駐車出来る車両は、車幅 1.9ｍ・車長 5.0ｍ・車高 2.0ｍ以下(西小坂井のみ)とし、それを超える

車両は駐車出来ません。 

14. 駐車場内での損傷・損害については、当事者間で解決する事とし、豊川市及び指定管理者は、

その責めを負わない事とします。 

15. 上記事項に無き事は、申込者と指定管理者の双方は誠意を持ってその都度話し合いに応ずる事

とします。 

16. 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７条）第２条

第６号に規定する者）の利用はお断りさせていただきます。 



豊川市公共駐車場定期利用について 
【追分駐車場】 

 

  

豊川市営駐車場指定管理者             
株式会社 日本メカトロニクス 

 

1. 利用はお申込みの駐車場に限り使用できます。 

2. お申込みされた利用者以外の方の使用はできません。 

・1つのお申込みにつき車両 1台の登録となっています。 

3. 当駐車場は自動車保管場所承諾書（車庫証明）の交付の対象となるものでは
ありません。 

4. お申込み書類に、虚偽の記載をしたり、不正利用した時は駐車場の利用許可
を取り消す事があります。 

5. 利用期間中に記載車両を変更する場合は、直ちに指定管理者に申し出てくだ
さい。 

6. 月の途中での申込み・解約については、当該月分の全額を徴収します。     
（日割計算での料金請求・料金還付は行いません） 

7. 一ヶ月の使用料は、消費税(10％)込み 4,200円とします。 

8. 利用料は毎月先払いとし、解約の場合は解約月の 1か月前迄に指定管理者に
申し出る事とします。 

9. 料金滞納の場合は入金の確認出来る迄一時利用停止とし、一時利用停止期間
も課金対象とします。30日間待ってご入金頂けない場合は、解約とします。                      

10. 駐車区画には、申込みの四輪自動車のみを駐車する事とし、その他物品等を

保管してはならない事とします。 

11. 駐車出来る車両は、車幅 1.7ｍ・車長 4.7ｍ以下とし、それを超える車両は駐
車できません。 

12. 駐車場内での損傷・損害については、当事者間で解決する事とし、豊川市及
び指定管理者は、その責めを負わない事とします。 

13. 上記規定に無き事は、利用者と指定管理者の双方が誠意を持ってその都度話
し合いに応ずる事とします。 

14. 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律
第７７条）第２条第６号に規定する者）の利用はお断りさせていただきます。 



駐車場名 豊田市愛知環状鉄道駅前駐車場

（八草駅前・保見駅前・貝津駅前・四郷駅前・末野原駅前）

指定管理者 住　　所 名古屋市中川区八熊二丁目１番１１号

事業者名 株式会社日本メカトロニクス

電　　話 ０５２-３３９-２６１１

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.aaa-mtc.jp

指定期間 ２０１７年４月１日から　２０２７年３月３１日まで（１０年間）

供用時間 年中無休　２４時間　

利用可能車両 車長2.7ｍ以上5.0ｍ以下　×　車幅1.9ｍ以下　×　車高2.3ｍ以下

の４輪自動車

利用形態 無人式全自動料金精算システムにて運営（定期カードによる入出庫）

定期駐車利用料金 八草駅前　　１か月　５，０００円

保見駅前　　１か月　５，０００円

貝津駅前　　１か月　３，０００円

四郷駅前　　１か月　３，０００円

末野原駅前　１か月　３，０００円

その他 ○車庫証明の発行はできません

○定期駐車券購入の申込みには、在勤または在学証明証の添付が必要

　となります。

○入庫時、出庫時ともに定期駐車券が必要になります。

　万が一、一般駐車券を入庫時に発行した場合は出口のインターホン

　にてお知らせください。ゲートを開けさせていただきます。（24時間対応）

　※駐車場が満車であるときは、定期駐車券利用者に対して

　　利用をお断りすることがあります。

　　この場合でも駐車料金割戻しはありません。

平成２９年４月１日以降の指定管理者（株）日本メカトロニクスの定期利用管理運営方法について

豊田市愛知環状鉄道駅前駐車場定期利用管理運営要項

別紙　新１



駐車場名および 豊田市愛知環状鉄道駅前駐車場 八草駅前駐車場 １１０台

募集台数 保見駅前駐車場 ４０台

貝津駅前駐車場 ３０台

四郷駅前駐車場 １００台

末野原駅前駐車場 １００台

契約可能台数 １名につき１台のみ申請できます。

利用期間 ○月初めから月末までの１カ月単位

○月の途中からご利用いただく場合であっても、当該月１ヵ月分の定期

　利用料金が必要となります。（日割計算はいたしません）

利用料金 八草駅前駐車場 １か月：５，０００円

保見駅前駐車場 １か月：５，０００円 ※保証金等　不要

貝津駅前駐車場 １か月：３，０００円 ※定期駐車券(ﾊﾟｽｶｰﾄﾞ)

四郷駅前駐車場 １か月：３，０００円 　紛失時再発行手数料

末野原駅前駐車場 １か月：３，０００円 　１枚1,000円

申込方法 ① お申込み後、在勤または在学証明書をメールもしくは郵送にてご提出

ください。

② 口座振替をご希望の場合、別途郵送します口座振替依頼書にご記入

の上、「②金融機関控え」「③契約先控え」をご返送ください。

※書き損じの場合は、訂正箇所に銀行お届け印を捺印ください。

※外資系銀行、ネット銀行など一部の金融機関は取扱ができない

　場合があります。

※銀行お届け印が間違っていた場合、改めて口座振替依頼書をご記入

　いただきます。その場合、口座振替の開始月が遅れ、それまでの間

　については現金お振込となります。また、手数料もお客様ご負担と

　なりますのでご注意ください。

利用開始月の前月25日までに弊社必着でご提出ください。

豊田市愛知環状鉄道駅前駐車場定期利用者募集要領

別紙　新２



※初回のお支払い 最初の2ヶ月分の定期料金は利用開始月の25日までに現金でお振込み

　について ください。

その場合の手数料はお客様ご負担となりますのでご了承ください。

※お振込の際には、お申込者様の振込であることが弊社で確認できる様、

　依頼者欄または備考欄等に申込者名を記載してください。

・振込先 豊田信用金庫 天白支店

普通　１０８８３９７

株式会社日本メカトロニクス

※振込手数料はお客様のご負担となります。

※依頼者欄に申込者ご本人名をご記入ください。

お支払い方法 口座振替ご希望の方（振替日：利用月前月の１２日）

・利用月の前月１２日にお客様の指定口座よりご契約の駐車場の

　定期利用料金（上記参照）の翌月分を引落いたします。

※口座振替手続きが完了するまでに数週間必要となります。

　手続き完了までは、弊社からご案内に従って当該料金を弊社口座

　にお客様自身でお振込いただきます。

※残高不足等で引落ができなかった場合についてもお客様自身に

　所定の期日までにお振込頂くこととなります。なお、その際の手数

　料等はお客様のご負担となります。

現金お客様振込ご希望の方（振込期限：前月２３日まで）

・弊社指定口座にお振込いただきます。

・振込は１か月分ごとに振込してください。

　（※複数月分をまとめて振り込むことはできません）

・振込先 豊田信用金庫 天白支店

普通　１０８８３９７

株式会社日本メカトロニクス

※振込手数料はお客様のご負担となります。

※依頼者欄に申込者ご本人名をご記入ください。

定期券の受渡し 手続き完了後、お申込みいただきました住所に定期券を郵送いたします。

お届けする新しい定期券は弊社が新たに設置する料金システム機器で

使用できます。

定期利用の解約等 お客様のご都合で定期利用を取りやめる場合、前々月２５日までに

電話またはＦＡＸでお申し出ください。

その他

○定期利用のお申込み及びその他のご質問等は下記にご連絡ください。

株式会社日本メカトロニクス

０５２-３３９-２６１１　

（振込支払希望者・
口座振替希望者共）


